
「ストレスチェック」制度がスタート
制度の成否は今以上に産業医との連携

「空き家対策特措法」が全面施行
「特定空き家」を特例対象から除外
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適切な管理が行われていない空き家等が治安や防

災、衛生、景観などの観点から地域住民の生活環境

に深刻な影響を及ぼしている。

こうしたことから、居住実態のない空き家を自治体

が取り壊したりすることができるようにする「空き

家対策特別措置法」が５月26日に、全面施行された。

固定資産税の住宅特例対象から除外する措置を盛り

込んだことで、問題が解消の方向に向かうことが期

待されている。

総務省の統計によると、2013年の全国の空き家総

数は2008年から63万戸増えて820万戸と急激に増加。

人口減少社会の反映とも言えるが、長年、適正な管理がされていない危険な住宅が崩壊したり、放火されたりする例が増加して

社会問題化したことで特措法が制定された。居住していない所有者にとっては、取壊しによる高額な費用の工面や更地化すると

固定資産税の住宅特例が適用されなくなることが放置の理由とされてきた。

そこで今回、国が空き家対策の要としたのが、固定資産税の住宅用地特例の適用除外だ。現在、200平方メートル以下の部分は

固定資産税の税額が６分の１に、200平方メートルを超える部分は３分の１になっているが、今回の措置によって、市町村が「特

定空き家」と認定した場合は、特例が適用されなくなるとともに、立入調査したり、指導、勧告、命令、さらには取り壊すなどの

行政代執行も可能になった。

「空き家対策特措法」が全面施行
「特定空き家」を特例対象から除外

税理士の

年間を通して水道や電気などの使用実績がないと「空き家」とみなされる可能性があります。しかし、空き家が

すぐに固定資産税の優遇措置を受けられなくなる訳ではありません。市町村から「特定空き家」と認定された時

に優遇措置が受けられなくなります。この「特定空き家」とは、倒壊の危険があるものや衛生上、有害となる恐

れがあるなど、適切な管理が行われていない空き家をいいます。

「特定空き家」を所有している場合、固定資産税負担が約３～４倍になりますので、これを機に有効活用をご検

討してみてはいかがでしょうか。
堺事業部　吉村隆宏



「ストレスチェック」制度がスタート
制度の成否は今以上に産業医との連携

労働安全衛生法が改正され、今年12月１日より、従業員50人以上の

企業に義務付けられる「ストレスチェック」制度がスタートする。従業

員のメンタルヘルス不調を未然に防ぐのが狙い。

厚労省の指針によればストレスチェックの定義は「心理的な負担の程

度を把握するための検査」とされ年１回の実施を義務付けるが、従業

員50人以下は「当分の間は努力義務」。事務的な対応を行うのは人事厚

生総務の関連部署。厚労省は「ストレスチェック結果の集団ごとの集

計・分析は、派遣先事業者が、派遣労働者も含めて実施することが望

ましい」と通知しており、今後、従業員の問い合わせも含め事前対応

策を迫られる。個人情報保護を含む膨大なデータ処理も発生するため

外部業者との業務の全体像構築も始まっている。

とりわけ厚労省がお願いしているのは、制度の中心的役割を担う医師等の産業医との連携。省令では「ストレスチェックの実施」、

「ストレスチェックの結果に基づく面接指導の実施」、「面接指導の結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること」

が追加される。ストレス調査票の配布や回収、集計作業、個人結果表の返却から集団分析に至るまで、多くの業務を産業医が担

うことになるのは最もその職場に熟知しているからだ。制度の成否は、これまで以上に産業医とパートナー意識を持ちコミュニ

ケーションを図る企業努力が不可欠だ。

社労士の

従業員50人以下は「当分の間は努力義務」とされていますが、従業員が少ない事業所でも

メンタルヘルス不調者は出ています。 

そして、メンタルヘルス不調者が出ると、メンタルヘルス不調者との休職・復職の調整

や業務の調整に追われ、 経営者が本業に専念できなくなるケースも多々あります。 

メンタルヘルスの問題は未然防止が一番有効です。 

従業員数に関わらず、定期的に従業員の心理的な負担の程度を把握し、事前に対策がで

きる状態にしておくことが重要です。

特定社会保険労務士

岸本貴史
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